
前橋都市計画道路の変更（前橋市決定） 

 

１．都市計画道路中３・４・９７号問屋町東国分線を廃止する。 

２．都市計画道路中３・３・９号西部環状線ほか２路線を次のように変更する。 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

都市計画道路３・４・９７号問屋町東国分線は、前橋市総社町総社の都市計画道路３・４・２２号大友町

西通線から高崎市東国分町までを東西に結び、高崎都市計画道路３・５・６８号東国分金古線と連続する幹

線道路である。 

高崎市が、史跡保存のために高崎都市計画道路３・５・６８号東国分金古線を廃止することから、本市の

都市計画道路見直し計画案では、これと連続する本路線の必要性等を検証した結果、本路線を廃止するもの

である。また、本路線の廃止に伴い、接続する都市計画道路との交差点計画を見直した結果、都市計画道路

３・３・９号西部環状線の終点の位置、延長及び都市計画道路３・４・１１０号元総社北小西通線の終点部

の形状を、それぞれ変更するものである。 

 都市計画道路３・４・３６号上新田前箱田線は、前橋市大利根町一丁目の都市計画道路３・４・１８号古

市下新田線から、高崎市を東西につなぐ幹線道路である。今回、事業の実施に伴い、３・４・１９号新前橋

駅川曲線との交差点計画を見直したことから、一部区間の幅員を変更するものである。 
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